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令和４年度 学校経営計画（抜粋） 

 清瀬市立清瀬第五中学校 校長 堀内 雅之 

Ⅰ はじめに 

 清瀬市は「手をつなぎ 心をつむぐ みどりの清瀬」を基本理念に、清瀬市長期総合計画基本構想を策定し、「子どもたちを

健やかに育むまち」づくりを目指しています。そして、清瀬市教育委員会では「子供が育つ 市民が育つ まちも育つ 清瀬

の教育」を理念として教育計画マスタープランを策定しました。 

本校は学校教育の基盤に体験学習の充実を掲げ、人と人とのふれあいを大切にし、いじめや体罰のない、一人一人の生徒に

きめ細やかな指導や対応、配慮ができる学校を目指しています。そのような学校像を実現し、市や教育委員会の構想や計画等

に基づいて教育効果を上げていくことが本校の使命です。 

学校教育においては、「何を理解しているか、何ができるか」、「理解していること・できることをどう使うか」、「どのように

社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」の三つの柱をバランスよく膨らませながら、生徒たちが大きく成長していける

ようにすることが重要です。そのためには、学校の教育活動において、「何を学ぶか」、「どのように学ぶか」、「何が身に付いた

か」を明らかにしながら、「知識及び技能の習得」「思考力、判断力、表現力等の育成」、「学びに向かう力、人間性等の涵養」

を実現することが求められます。これらのことを踏まえ、以下、令和４年度の学校経営の方針及び計画を策定します。 

Ⅱ「教育目標」及び「目指す学校」 

 清瀬市総合教育計画マスタープランを受け、令和３年度の学校評価結果に基づき、本校の特色ある教育事業である体験的な

学習活動を主軸として、創造性豊かで自他を尊重する精神を身に付けた人間性豊かな生徒を育成します。そして国際社会の平

和と発展に寄与し、文化国家の実現に尽くす、誠実で実行力のある人間を育成します。また、共生社会の実現を目指し、人権

に配慮した学校生活を送ると共に、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業を実践すします。 

１ 教育目標等 

       教育目標             学習指導要領における三つの柱 

・和敬  明るく思いやりのある人  － ・主として学びに向かう力、人間性等の涵養 

・思索  深く静かに考える人    － ・主として思考力、判断力、表現力等の育成 

・剛健 たくましく、がまん強い人 － ・主として心身の健康、豊かなスポーツライフの育成 

  そしてそれらを継続すること。 

２ 目指す学校像 

（１）生徒にとって、楽しく、行きがい（生きがい）のある学校 

ア 生徒が明るく豊かな心をもち、笑顔でよく「あいさつ」ができる学校。そして生徒が「明日もまた行きたい」と思う学

校。 

イ どの生徒も勉強が分かる学校。「分からなかったことが分かるようになった」、「できなかったことができるようになっ

た」と実感できる学校。成就感や達成感が得られる学校。 

ウ どの生徒も大切にされ、自尊感情・自己肯定感を高め、一人一人の個性や可能性を生かした教育を進める学校。いじめ

を許さぬ学校。 

（２）保護者にとって、親しみがあり、地域に誇りに思われる学校 

ア 保護者や地域の期待や願いを受け止め、地域社会で主体的に生きていく生徒を共に育てる学校。 

イ 保護者や地域の力を積極的に取り入れ、協働し、喜びを分かち合える学校。活気と活力のある学校。 

ウ 地域のコミュニティーの核となり、安全で安心して生徒を通わせ、また誇りに思われる学校。 

（３）教職員にとって、自己研鑽に励み、協力して進める学校 

ア 常に生徒のことを第一に考え、生徒同士や生徒と教師の触れ合いの中で人間形成を図る学校。 

イ 教職員が日々研修に努め、チャレンジ精神をもって授業の改善、充実に取り組む学校。 

ウ 職種や職層、学年や分掌は異なっても生徒のためという同一の視点に立って協力し、支え合う学校。体罰や不適切な指

導を許さぬ学校。 
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Ⅲ 教育目標達成のための基本方針 

１ 和敬・・・明るく思いやりのある人 

人権尊重の理念を正しく理解させ、自他の生命を尊重する心を育てます。コミュニケーション能力の育成を重視し、共に

学び合うことを通して、基本的な生活習慣を身に付けさせるとともに、学びに向かう力、人間性等を身に付けさせます。 

２ 思索・・・深く静かに考える人 

 各教科の授業や体験的な学習活動を通して、課題を発見し解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を身に付けさ

せます。生徒一人一人を大切にした教育を行います。 

３ 剛健・・・たくましく、がまん強い人 

 健康で活力のある生活を送ることができるようにし、心身の健康、豊かなスポーツライフの育成に努め、生徒の主体的 

な活動を充実させ、知識及び技能を習得させます。家庭や地域、関係諸機関と連携し、体験的な学習活動の充実を通して学

力の向上を図ります。 

４ そしてそれらを継続すること 

体験的な学習活動の充実を図ります。本校の特色ある教育活動である農園活動や農業体験等を基盤として思いやりのある

生徒の育成を図り、その成果を積極的に情報発信し、保護者や地域からの信頼を高めます。 

 

Ⅳ 指導の重点及び具体的方策、その他 

１ 各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動  

（１）各教科 

ア 清瀬市新学力調査、児童・生徒の学力向上を図るための調査、全国学力・学習状況調査の結果及び学校関係者評価等の 

分析により、生徒の意識や実態を明らかにし、個々の実態に即して「基礎的・基本的な事項」及び読み解く力・表現す 

る力を育成します。そのために授業改善推進プランを作成して活用し、指導の内容や方法を充実させます。「論理的な 

思考力」、「基礎的・基本的な力」、「社会と関わる力」及びそれらを相互に関連付けた力を育成します。 

イ 「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、常に見通しをもてる授業づくりを心がけ、すべての教科等で次のよ 

うな学習場面を設定し、指導や支援を行います。 

①「主体的な学び」ICT機器を活用し興味や関心を高める、見通しをもつ、自分と結びつける、粘り強く取り組む、振 

り返って次へつなげる学習をします。 

  ②「対話的な学び」互いの考えを比較する、多様な情報を収集する、思考を表現に置き換える、多様な手段で説明する、

他の人が先に考えたことを手掛かりとする、協働して課題を解決する学びを行います。 

③「深い学び」思考して問い続ける、知識や技能を習得する、知識や技能を活用する、自分の思いや考えと結びつけ

る、知識や技能を理解しながら授業に臨む、新たなものを創り上げる学習をします。 

ウ 各教科において、指導計画を確実に履行するとともに、配慮の必要な生徒への支援も行います。教職員の研修や事例研

究を通して特別支援教育への理解を深め、一人一人の教育的ニーズを把握するとともに、特別な支援を必要とする生徒

の実態に応じた指導を実施し、個に応じた確かな学力を定着させます。また ICT機器を活用した授業を行います。 

エ 個々の生徒の習熟度に応じた学力の伸長を図るために数学科及び英語科において指導方法工夫改善授業を行います。

また、基礎的・基本的な学力を定着させるため、長期休業日に補充教室を実施します。 

オ 東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査の結果及び学校関係者評価等の分析をもとに、生徒の意識や

実態を明らかにしながら体力・運動能力を向上させます。オリンピアン・パラリンピアンとの連携によって、生徒が体

験的に学ぶ機会を拡充します。 

（２）特別の教科 道徳 

ア 生徒に人としての生き方の自覚を促し、道徳性を養わせるために、道徳教育推進教師を中心に全教師が協力して道徳教

育を展開します。 

イ 清瀬市道徳郷土資料集などを活用し、考え議論する授業を工夫して実施します。 

ウ 自然体験、地域行事への参加などの豊かな体験活動を充実させ、保護者、地域と連携した道徳授業地区公開講座の実施 

により、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てます。道徳の指導内容がいじめの防止等生徒の日常生活に生か 

されるようにします。 
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（３）総合的な学習の時間 

ア テーマを「生き方について考える」とし、身の回りの環境や地域社会、福祉などについて考えることを通して、生徒の

課題意識を高め、主体的に判断し課題を解決する能力や態度を育てます。 

イ 食育やキャリア教育の視点から農園活動を実施し、自ら学び考える力を養わせるとともに、社会人としての責任感や自

覚を養わせます。 

ウ 「人権教育プログラム（学校教育編）」を活用し、命の教育フォーラムへの参加など、自他の生命を尊重する心を育てる

「命の教育」を推進します。家庭・地域と連携して生徒の人権尊重の精神を育みます。 

（４）特別活動等 

ア 学級活動や学校行事を通して、集団の一員として自覚を高め、望ましい集団活動や協力する態度や思いやりの心を育て

ます。 

イ 生徒会活動を通して自主自立の精神を育成し、地域と連携したボランティア活動などを通して公共心や社会性を育みま

す。集団の一員としての規範意識を高め、互いに支え合う態度を育てます。特にいじめ防止については、生徒会活動を

基に生徒の主体的な活動を促し、全校を挙げて取り組みます。 

ウ 運動会や合唱コンクールなどの学校行事において個々の生徒が能力や特性を発揮できる場面を意図的に設定し、生徒に

感動を味わわせ、成就感や充実感、自己有用感をもたせます。また生徒の自主的自発的な活動として部活動を実施しま

す。 

エ 部活動を含め、教育活動全体を通して体育や健康に関する指導の充実を図り、生徒の体力を向上させます。 

オ 学校図書館運営支援員の活用や生徒会活動などにより、「朝読書」等の活動を充実させます。学校図書館を活用し、生

徒の自主的な学習機会を充実させます。 

 

２ 生活指導・進路指導 

（１）生活指導 

ア 全教職員が生徒の内面を理解・尊重し、「いつでも誰とでも相談週間」等、心のふれあいを大切にした、温かさと厳しさ

のある指導を実施します。特に「いじめ」には危機意識を強くもち、清瀬市いじめ防止のための行動計画に基づいて組

織的に対応する。家庭・学校・地域社会が連携・協力した取組を推進します。 

イ 清瀬市特別支援教育推進計画に基づき、支援を必要とする生徒の情報は全教職員で共有し、養護教諭やスクールカウン

セラーを含めた教育相談活動を組織的に行います。特に一年生では、スクールカウンセラーによる全員面接を行います。

また、特別支援教育コーディネーターの複数配置及びスクールソーシャルワーカーとの協働により、小学校や子ども家

庭支援センターなどの関係機関と連携しながら、保護者の思いを受け止めた教育相談を推進します。 

ウ 生徒の望ましい人間関係の醸成及び集団づくりに組織的に取り組み、社会規範を身に付けさせるとともに自己指導力を

高め、自ら善悪を判断し行動する態度を育成します。また、「あいさつ運動」を実施し、心の交流を深めます。 

エ 安全指導年間指導計画に基づき、東京防災ブック・東京防災ノートを活用し、防災及び安全教育の充実を図ります。特

に地震や火災等の災害、登下校時の交通事故の防止を含め、生徒が自らの生命を守る意識を高めます。また校内の安全

管理及び避難態勢を確立します。 

オ セーフティ教室や薬物乱用防止教室を外部講師の招へいや生徒会活動などを通して実施し、生徒自らの安全や心身の健

康に対する意識の向上を図ります。 

（２）進路指導 

ア 自己の将来に対する目的意識を育て、生涯にわたって学習を継続しようとする意欲や、自己の能力や個性を生かし進路

を主体的に選択する能力を育てます。 

イ 生徒一人一人の自己実現のために、キャリア教育を推進し、進路情報の収集や活用に係る体験的な学習を実施します。

また、公共職業安定所（ハローワーク）や地域との連携を図り、三年間を見通した計画的な進路指導を行います。 

ウ 三年間を見通したキャリア教育としてSDGsを念頭におき、第一学年で「『自分』について考えよう」をテーマに、農園

活動、第二学年で「自分を取り巻く『社会』について考えよう」をテーマに、国際交流プログラムを、第三学年で

「自分と社会の『関わり』について考えよう」をテーマに、障害者スポーツ、日本の歴史伝統文化体験（修学旅行）、

救命救急講習を行い、「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプラン

ニング能力」を育成します。また、知識を広げ理解を深めるために「働く人の話を聞く会」（外部講師による出前授

業）を実施します。 
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清瀬五中の教育活動 

 

１ 学級数・生徒数（令和４年９月３０日現在） 

 １年 ２年 ３年 全校 

学級数 ３学級 ３学級 ３学級 ９学級 

生徒数 ９６ ９５ ９６ ２８７ 

 

２ 令和５年度の教育課程（予定） 

（１）各教科等の授業時数 

学年 令和５年度１年生（週当たり） (令和６年)度２年生 (令和７年)度３年生 

国語 １４０ （週４時間） １４０ １０５ 

社会 １０５ （週３時間） １０５ １４０ 

数学 １４０ （週４時間） １０５ １４０ 

理科 １０５ （週３時間） １４０ １４０ 

音楽 ４５ （週 1.3時間） ３５ ３５ 

美術 ４５ （週 1.3時間） ３５ ３５ 

保体 １０５ （週３時間） １０５ １０５ 

技家 ７０ （週２時間） ７０ ３５ 

英語 １４０ （週４時間） １４０ １４０ 

道徳 ３５ （週１時間） ３５ ３５ 

特活 ３５ （週１時間） ３５ ３５ 

総合 ５０ （週 1.4時間） ７０ ７０ 

合計 １０１５ （週２９時間） １０１５ １０１５ 

☆ 週当たりの時間数は、年間３５週授業実施として算出しています。 
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（２）日課表 

 

 

 

 

（３）主な学校行事（令和４年度の例） 

（４）令和４年度 開設部活動（令和５年度の開設部活動については未定です） 

○サッカー部  ○男子バスケットボール部  ○硬式テニス部  ○水泳部 

○女子バスケットボール部  ○女子バドミントン部  ○吹奏楽部 

○パソコン部  ○イラスト美術部  ○ハンドメイド部  

 部活動は、中学生にとって学校生活の大きな部分を占めています。本校では、全員が入部しているわ

けではありませんが、自分の特技や適性を生かすこと、望ましい人間関係を形成する意味でも、入部す

ることが望ましいと思っています。                                

  

 月 火 水 木 金  ○土曜授業が年数回あります。 

○週の授業数は２９時間です。 

○一単位時間は５０分間です。 

○水曜日は５時限までですが、放課後に生徒会 

活動・委員会活動を行う日があります。 

○総合的な学習の時間は、「食育」「生き方」 

「SDGｓ」等のテーマに沿って取り組みます。 

○朝の活動として、「朝読書」を実施していま 

す。 

１ 学 ① ① ① ① 8:50～ 

２ ② ② ② ② ② 9:50～ 

３ ③ ③ ③ ③ ③ 10:50～ 

４ ④ ④ ④ ④ ④ 11:50～ 

給食 昼休み 12:40～ 

５ ⑤ ⑤ 道 ⑤ 総 13:35～ 

６ ⑥ ⑥ ※ ⑥ 総 14:35～ 

学活・清掃 15:25～ 

４月 入学式、新入生歓迎会、部活動説明会、保護者会、生徒総会 

 ５月 中間考査、運動会 

 ６月 進路説明会、校外学習（２年）、期末考査 

 ７月 三者面談（全学年） 

 ７月～８月 夏季休業日 

 ９月 防災訓練、修学旅行（３年）、生徒会役員選挙、中間考査 

１０月 道徳授業地区公開講座、清瀬教育の日、合唱コンクール、進路説明会、三者面談（３年） 

１１月 秩父移動教室（２年）、校外学習（１年）、期末考査、校内作品展 

１２月 三者面談（３年）、音楽鑑賞教室（２年） 

 １月 スキー移動教室（１年） 

 ２月 新入生保護者説明会、学年末考査 

 ３月 職場体験（１年）、卒業式、修了式 

 ※毎月、避難訓練及び安全指導を実施しています。 

※新型コロナウイルスの影響で、予定が今後変更になる場合があります。 

※部活動の開設は１年単位です。今年度開設の部活動が来年度も開設されるとは限りません。 

 顧問の異動の関係もあり、毎年年度当初に開設部活動が決まります。 
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学校を選択するにあたって 
 

 

１ 学校選択制度について 

   この制度は、希望により市立中学校５校の中から入学する学校を選択できる制度です。市内に在

住の現小学６年生で清瀬市立中学校へ入学する新１年生が対象となります。 

   指定校以外の学校を希望する保護者は、入学希望校を申請することができます。ただし、各学校

の施設状況等により受け入れ枠を決定するため、枠を超える申請があった場合は、抽選を行い決定

します。 

   学校選択により入学後は、本人の都合による学校変更はできません。 

 

 

２ 注意事項 

   学校選択に当たっては、「部活動」が一つの要件となることが予想されますが、教員の異動等で廃

部になることもあるので、その点を考慮して選択されますようお願いいたします。 

   通学手段については、徒歩通学を原則とします。自転車通学は一切認めません。電車・の公共交

通機関を使う場合、各学校長にその旨届出が必要になります。 

   学校選択制度の抽選に漏れた場合等は、従来どおり通学区域における指定校へ入学することにな

ります。 

 

 

３ 昨年度までの「本校での学校選択制度」の状況 

 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 

（Ｈ３０入学） （Ｈ３１入学） （Ｒ２入学） （Ｒ３入学） （Ｒ４入学） 

受入枠 ２０ ２０ ２０ ２０ １０ 

申請者数 １２ ９ ９ ６ ５ 

 

   令和４年度の本校の受入枠は１０名でした。本校への申請者は５名でしたので、全員が本校に入

学しました。令和５年度の本校の受入枠は、１０名の予定です。 

 

 

４ 学校選択制度の手続き 

   ※詳細は、市報１１月１日号に掲載 

 （１）申請受付期間：１１月１日（火）～１１月３０日（水） 

                   （受付場所 清瀬市役所教育総務課学務係窓口） 

 （２）抽    選：１２月中旬 

 （３）結 果 通 知：１２月２０日（火）予定 

             

 

５ 学校選択をする保護者の皆様へ 

   市内の中学校では、同じ教科書を使用し、教育課程上にも大きな違いがないことをご理解くださ

い。特に、本校を選択する場合は、次の点をご理解してください。 

 （１）学校経営計画等を十分に理解して選択してください。 

 （２）噂や評判、憶測ではなく、学校見学をしっかり行ってください。 

 （３）登下校の安全管理は、保護者の方の責任において行ってください。 

 （４）教員の異動等により、希望の部活動がなくなることも想定しておいてください。 

 


